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大衡村史編纂業務に係る事業者選定プロポーザル実施要領 
 

 

１ 公募型プロポーザル方式で提案を求める趣旨 
 本業務は、昭和５７年以降、平成、令和へと時代が変遷してきた中での大衡村の歩み

を振り返り、村民が地域に対する理解を深め、郷土愛を醸成し、本村の未来の創造、文

化の向上に資することを目的として、大衡村史を編纂するものである。 

本村では、「大衡村誌」を昭和５８年に刊行しているが、本業務はそれに続く大衡村

の歴史を紡ぐ書籍を編纂する業務であり、これまでの歴史を後世に伝えていく重要な位

置づけとなる。 

また、短期間での業務となることから、より効率的に進捗管理する必要があり、特

に、編纂業務については、専門的なノウハウと経験が必須であると考える。 

このため、事業の実施にあたっては、事業者の豊富なノウハウと経験を最大限活用

し、完成までの継続性を確保するための優れた提案を受け、業務の目的及び内容に最も

適した事業者を選定して随意契約を行うこととする。 

 

２ 業務概要 
（１）業務の名称 ： 大衡村史編纂業務 

（２）業務の内容 ： 大衡村史編纂業務仕様書（以下「仕様書」という。）に示す。 

（３）契約体系及び契約期間 

公募型プロポーザル方式による随意契約。契約締結の日から令和１０年３月３０日

まで。 

（４）提案上限額 

事業総額： ２６，１５５，０００円 

（取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む。） 

この金額は、契約時の予定価格を示すものではなく、業務内容の規模を示すもので

ある。 

 

３ 業務委託者選定方法 

公募型プロポーザル方式 

 

４ 提案参加資格要件 
本提案への参加資格を有する者は、次に掲げる全ての要件を満たす者であること。 

（１）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であ

ること。 

（２）大衡村競争入札参加資格者（物品・役務提供等）名簿に登録されている者であり、

公告の日現在において、本村での入札参加資格停止の措置を受けていないこと。 

（３）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされてい

る者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなさ

れている者（会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては再

生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと等、経営状態が著しく不健

全である者でないこと。 

（４）市町村史の受注実績を直近１０年以内に５件以上有すること。 

 

 

 



５ 提案への参加手続き等 
（１）プロポーザル実施要領の交付 

プロポーザル実施要領及び仕様書は、村から参加希望業者へ郵送する。 

（２）参加表明書の提出期限等 

本プロポーザルへの参加を希望する者は、次の書類を添えて、下記①～③の定めに

従い提出すること。 

なお、期限までに参加表明書の提出がない者からの提案は受け付けない。 

 

① 提出期限：令和６年１月１８日（木）午後５時必着 

※ 受付時間は、平日午前９時から午後５時までとする（ただし、正午から午後

１時までを除く。）。 

② 提出場所：大衡村総務課村誌編纂室 

③ 提出方法：持参又は郵送とする。（郵送の場合も期限内必着とする） 

④ 提出物 

(ｱ) プロポーザル参加表明書（様式１） 

(ｲ) 会社概要書（様式２） 

(ｳ) 業務実績調書（様式３） 

(ｴ) 暴力団等に該当しない旨の誓約書（様式４） 

⑤ 提出部数 １部 

 

６ 提案書の提出 
（１）提案書については、各参加者１つの提案とし、仕様書に従って作成すること。 

（２）提出する書類 

  ① 企画提案書等届出書 （様式７） 

② 企画提案書     （任意様式） 

③ 業務実施体制調書  （様式８） 

④ 見積書       （任意様式） 

⑤ 業務スケジュール  （任意様式） 

（３）企画提案書の形式等 

① 用紙サイズはＡ４判とする。ただし、図表等においてＡ３判を使用することも

可とするが、Ａ４判に折り込むこと。 

② 提出部数は、正本１部、副本１６部とする。 

（４）企画提案書の提出期限等 

① 提出期限 令和６年１月２６日（金）午後５時必着 

※ 受付時間は、平日午前９時から午後５時までとする（ただし、正午から午後

１時までを除く。）。 

② 提出場所：大衡村総務課村誌編纂室 （担当者：金子） 

③ 提出方法：持参又は郵送とする。（郵送の場合も期限内必着とする） 

（５）その他 

提出期限後の企画提案書の追加・修正・差し替えは一切認めない。ただし、審査に必

要と認める場合は資料の追加提出を求めることがある。 

 

７ 参加申込又は提案に関する質疑等 
本プロポーザルに関する質問は、参加表明書及び提案書等の作成に係る質問に限るも

のとし、評価及び審査に係る質問は一切受け付けないものとし、以下のとおり受付、回

答する。 

（１）受付 

① 受付期限 令和６年１月１０日（水） 午後５時必着 



② 大衡村総務課村誌編纂室 （担当：金子） 

③ 提出方法 「質問書」（様式１０）により電子メールでの提出とする。 

 受付メールアドレス：soumu@village.ohira.miyagi.jp 

（２）回答 

質問に対する回答は、質問者及び参加者全員に対し随時メールにより行う。 

 

８ プレゼンテーション及びヒアリングの実施 
次のとおり提案内容について提案者にプレゼンテーションを行ってもらい、それに対

するヒアリングを行います。 

（１）日時及び場所 令和６年２月５日（月）予定 

※時間及び会場は、別途通知します。 

（２）実施内容 

提案書の説明（２０分以内）を受け、大衡村史編纂業務業者選考委員会（以下「選

考委員会」という。）による質疑（１５分程度）を行う。 

なお、質疑に対して回答した内容は、提案に含むものとします。 

（３）実施方法 

プレゼンテーション及びヒアリング審査は非公開とし、提出済みの提案書により実

施します。パソコン及びプロジェクターは、村が用意します。 

（４）説明者 

１社２人以内とし、出席者は名札等を装着せず匿名性を確保してください。 

（５）その他 

①感染症対策として、マスクの着用を行うこと。また、３７.５℃以上の発熱がある

場合には、参加できない。 

②提出済み書類以外の資料の追加は認めません。 

 

９ 提案の審査及び契約の方法 
参加希望の中から、大衡村史編纂業務に関する提案を受け、村が設置する選考委員会

において提出された企画提案書等の審査を行い、総合的に最も優れた内容の提案を行っ

た者を、上記２（３）に掲げる契約締結の優先交渉権者とする。 

なお、提案業者が１社となった場合、評価者による評価点が過半数を超えたことを条

件に優先交渉者とする。 

また、契約に際しては、提案の内容と本村の意向について協議調整を行った上、合意

が得られた時点で、随意契約による契約を行う。契約の詳細については、優先交渉権者

と協議のうえ、決定するものとする。 

 

10 企画提案書の審査方法 
（１）審査方法 

参加資格を有する提案者からの提案について総合的な評価基準に基づき決定する。 

なお、最高得点の者が複数となった場合は、選考委員会の合議により順位を決定

し、本業務の実施事業者候補者を選定する。 

（２）結果通知 

審査の結果については、すべての提案者に速やかに文書により通知する。 

（３）失格要件 

提案された企画提案書等が以下に該当する場合には、提案を無効とする場合があ

る。 

① 企画提案書等の必要書類を提出期限内に提出しないとき。 

② 提案内容に虚偽が認められたとき。 

③ 審査終了までの間に、本村での入札参加資格停止の措置を受けたとき。 



④ 本要領に違反又は逸脱した場合 

⑤ ２（４）の提案上限額を超える見積りを行った場合 

 

11 その他留意事項 
（１）提案に係る一切の費用は、提案参加者の負担とする。 

（２）提出された参加表明書及び企画提案書等は、提案者に返却及び無断での利用はしな

い。 

ただし、本プロポーザルの手続き及びこれに係る事務処理に必要な範囲において、

参加表明書及び企画提案書等の複製、保存等を行うことがある。 

（３）参加表明書及び企画提案書等の提出後、応募の辞退を行う場合は、様式９にて書面

により申し出ることとし、応募辞退後は、いかなる理由があっても再応募は認めな

い。 

（４）本提案の審査は、事業者の内定（優先交渉権決定）のために行うものであり、提案

内容は尊重するものの、契約の際にはあらためて協議・調整の後、双方合意に至っ

た場合に契約を締結するものとする。 

（５）情報公開請求があった場合、プロポーザル方式による受託候補者決定における公正

性及び透明性を高めるとともに、説明責任を果たすため、大衡村情報公開条例に基

づき情報公開及び情報提供するものとする。ただし、提出書類を開示することによ

って、事業を営む上で、競争上若しくは事業運営上の地位または社会的な地位が不

当に損なわれるおそれがある場合、該当部分とその具体的な理由を様式１１により

提出すること。 

 

12 担当部署 
大衡村総務課村誌編纂室 （担当：金子） 

〒981-3692 宮城県黒川郡大衡村大衡字平林62番地 

電話：022-345-5111 FAX：022-345-4853 

Ｅ-mail  soumu@village.ohira.miyagi.jp  

 

  



（別紙） 

 

評価基準 

 

区 分 評価項目 評価事項 配 点 

内容点 

実 施 方 針 
実施方針が村の方針に従っており、村史の構成

等が具体的に提案されているか 
２０ 

実 施 体 制 
業務の各工程において十分な人員を配置し、万

全な組織体制が提案されているか。 
２５ 

工 程 計 画 
村の方針に沿った具体的なスケジュールとなっ

ているか。 
１０ 

資料収集方針 
資料収集に関する方針が具体的に提案されてい

るか。 
５ 

事務局支援 
業務全般において、事務局の支援に十分配慮さ

れているか。 
１０ 

実 績 過去における類似業務の実績 １０ 

自 由 提 案 その他本業務に繋がる独自の取り組み ５ 

価格点 

（配点：１５点） 

点数＝最低見積金額／見積金額×配点（１５点） 

※見積金額は税抜きで算定。小数点以下第１位

四捨五入 

１５ 

合     計 １００ 

 

 
 


